
25－企業課税の現状と再構築の可能性（二）（手塚）

企
業
課
税
の
現
状
と
再
構
築
の
可
能
性
（
二
）

―
―
ド
イ
ツ
租
税
法
に
お
け
る
法
人
税
を
素
材
と
し
た
一
試
論
―
―手

　
塚
　
貴
　
大

一
　
は
じ
め
に

（一）

問
題
の
所
在

（二）

本
稿
に
お
け
る
検
討
の
視
角

二
　
ド
イ
ツ
企
業
税
法
の
現
状
と
法
人
税

（一）

企
業
税
法
の
法
構
造
―
い
わ
ゆ
る
二
元
主
義
に
お
け
る
法
人
税
―

（二）

企
業
の
担
税
力
―
法
人
税
の
正
当
化
根
拠
―

（三）

競
争
中
立
性
と
そ
の
企
業
課
税
の
構
築
へ
の
示
唆

（四）

小
括
（
以
上
、
三
四
巻
一
号
）

三
　
企
業
課
税
に
お
け
る
法
人
税
―
制
度
・
理
論
史
の
概
観
と
位
置
づ
け
―

（一）

ド
イ
ツ
法
人
税
法
の
歴
史
的
展
開

（二）

ド
イ
ツ
法
人
税
法
の
理
論
史

１
　
法
人
税
改
革
案
―
法
人
税
の
基
礎
概
念
と
し
て
の
法
形
態
の
中
立
性
―
（
以
上
、
本
号
）

２
　
ド
イ
ツ
法
人
税
の
今
後
の
あ
り
方

（三）

課
税
方
式
の
識
別
―
制
度
課
税
か
、
個
人
（
出
資
者
）
課
税
か
―

（四）

小
括

四
　
結
語
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三
　
企
業
課
税
に
お
け
る
法
人
税
―
制
度
・
理
論
史
の
概
観
と
位
置
づ
け
―

本
章
は
、
ド
イ
ツ
法
人
税
の
制
度
お
よ
び
そ
の
変
遷
を
通
覧
し
、
法
人
税
が
如
何
な
る
事
情
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
そ
の
後
、
如
何
な

る
理
由
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
大
ま
か
に
把
握
す
る
こ
と
を
目
指
す（

72
）

。
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
現
時
点
で
法
人
税
が
置
か

れ
て
い
る
、
そ
う
し
た
制
度
の
将
来
像
を
規
定
す
る
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
。
右
の
作
業
は
ド
イ
ツ
法
人
税
法
に
係
る
制
度
と
理
論
の
歴

史
的
展
開
を
把
握
す
る
と
い
う
意
味
に
止
ま
ら
ず
、
ド
イ
ツ
法
人
税
法
を
素
材
と
し
て
税
制
改
革
の
規
定
要
因
を
租
税
制
度
全
体
か
ら
構

造
的
に
把
握
す
る
可
能
性
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

加
え
て
ド
イ
ツ
租
税
法
学
に
お
け
る
学
説
が
提
示
し
て
き
た
諸
改
革
案
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。
法
人
税
に
つ
い
て
は
学
説

が
と
り
わ
け
問
題
視
し
て
き
た
も
の
と
し
て
前
叙
の
企
業
税
法
に
お
け
る
二
元
主
義
が
あ
る
し
、
そ
れ
に
付
け
加
え
て
法
人
株
主
間
課
税

に
お
け
る
法
人
か
ら
株
主
へ
流
出
す
る
資
産
価
値
の
適
正
性
の
問
題
も
あ
る
。
と
り
わ
け
学
説
は
差
し
当
た
り
そ
の
性
質
上
中
立
性
の
原

則
を
出
来
る
だ
け
純
化
し
た
形
態
で
改
革
案
を
構
想
し
、
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
尤
も
論
者
ご
と
に
提
示
す
る
法
人
税
制
は
異

な
る
し
、
そ
れ
ら
が
異
な
る
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
興
味
深
い
理
論
的
検
討
に
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
一
般
的

に
言
え
ば
、
何
故
租
税
原
則
を
純
化
し
て
実
施
し
た
と
考
え
ら
れ
る
租
税
制
度
が
現
実
の
税
制
改
革
に
お
い
て
実
現
さ
れ
な
い
の
か
、
と

い
う
問
い
に
つ
い
て
そ
の
原
因
探
求
作
業
を
行
う
こ
と
が
、
仮
に
税
目
横
断
的
な
明
確
か
つ
強
固
な
一
般
理
論
の
構
築
に
到
達
し
な
い
と

し
て
も
、
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
は
必
要
と
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る

（
73
）（
74
）

。

（
72
）

こ
の
点
の
先
行
研
究
と
し
て
、
畠
山
武
道
「
法
人
税
改
革
の
動
向
―
比
較
法
的
考
察
―
」
租
税
法
研
究
三
号
一
頁
以
下
、
特
に
、
二
〇
頁
以
下
が
あ
る
。

02　手塚先生_縦  14.3.17 1:03 PM  ページ 26



27－企業課税の現状と再構築の可能性（二）（手塚）

（一）

ド
イ
ツ
法
人
税
法
の
歴
史
的
展
開

１
　
法
人
税
制
の
展
開
―
法
人
税
の
独
立
、
法
人
株
主
間
課
税
、
法
人
税
率
―

既
に
二
１
で
見
た
よ
う
に
、
企
業
課
税
の
レ
ベ
ル
で
も
法
人
と
人
的
企
業
と
の
間
に
は
課
税
に
係
る
法
構
造
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

本
稿
で
は
そ
れ
ら
す
べ
て
に
つ
い
て
言
及
・
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
特
に
、
所
得
税
か
ら
の
独
立
と
い
う
点
で
の
法
人
税
の

成
立
、
企
業
税
法
に
お
け
る
法
人
税
と
所
得
税
と
の
関
係
（
二
元
主
義
、
い
わ
ゆ
る
統
合
方
式
等
）
お
よ
び
所
得
税
率
と
の
関
係
に
お
け

る
法
人
税
率
の
推
移
を
中
心
に
極
め
て
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
概
観
す
る
。

ま
ず
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
で
は
従
来
法
人
税
は
所
得
税
法
に
お
い
て
規
律
さ
れ
、
所
得
税
の
補
完
的
租
税
と
さ
れ
た
。
す

な
わ
ち
、
例
え
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
所
得
税
法
に
お
い
て
は
、
有
限
会
社
を
除
い
て
、
株
式
会
社
に
は
〇．

六
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
四
パ
ー
セ

ン
ト
で
課
税
さ
れ
た
が
、
そ
の
根
拠
は
、
法
人
も
自
然
人
と
同
じ
よ
う
に
市
場
で
競
合
的
に
経
済
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
そ
う
し
た

競
争
中
立
性
で
あ
っ
た（

75
）

。
二
重
課
税
に
つ
い
て
は
、
法
人
に
係
る
名
目
資
本
の
三．

五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
金
額
が
、
法
人
の
も
と

で
控
除
さ
れ
た
。
有
限
会
社
に
つ
い
て
は
一
八
九
二
年
か
ら
設
立
が
可
能
と
な
っ
た
。
有
限
会
社
は
そ
の
出
資
者
が
株
式
会
社
と
異
な
る

（
73
）

な
お
、
本
章
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
別
稿
で
既
に
そ
の
内
容
上
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
示
し
た
。
参
照
、
手
塚
貴
大
「
法
人
税
改
革
と
租
税
政
策
論
―
ド
イ
ツ

企
業
税
法
に
係
る
税
制
改
革
の
法
構
造
と
限
界
に
つ
い
て
の
制
度
と
理
論
の
示
唆
―
」
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
編
『
行
政
と
国
民
の
権
利
　
水
野
武
夫
先

生
古
稀
記
念
論
文
集
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
一
年
）
六
〇
一
頁
以
下
。
し
た
が
っ
て
、
本
章
と
右
拙
稿
と
は
内
容
上
一
部
重
複
す
る
箇
所
が
あ
る
こ
と

を
ご
了
承
願
い
た
い
。

（
74
）

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
法
人
税
制
お
よ
び
理
論
の
展
開
に
関
連
し
て
、
納
税
義
務
者
に
よ
る
節
税
行
動
が
見
ら
れ
、
そ
れ
に
対
応
す
る
税
制
を
は
じ
め
と

す
る
（
企
業
）
投
資
税
制
の
問
題
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
都
合
上
別
稿
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
75
）

D
esens,M

arc,D
as

H
albeinkünfteverfahren:E

ine
theoritische,historische,system

atische
und

verfassungsrechtliche
W

ürdigung,K
öln
2004 ,S.31 .
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属
性
を
持
ち
、
有
限
会
社
の
所
得
の
ほ
と
ん
ど
が
配
当
に
充
て
ら
れ
て
い
た
が
、
後
に
、
内
部
留
保
を
通
じ
た
節
税
に
利
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
た
め

（
76
）

、
一
九
〇
六
年
以
降
に
課
税
が
始
ま
っ
た
。
税
率
は
や
や
異
な
り
、
〇．

七
八
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、

二
重
課
税
に
つ
い
て
は
出
資
者
の
も
と
で
配
当
所
得
は
非
課
税
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
二
重
課
税
を
如
何
に
解
す
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、

法
人
課
税
が
株
主
に
係
る
所
得
税
と
の
関
係
で
独
立
性
を
持
ち
う
る
か
否
か
が
議
論
の
対
象
に
は
な
っ
て
い
た

（
77
）

。

と
こ
ろ
が
、
一
九
世
紀
末
に
所
得
概
念
理
論
に
変
化
が
生
じ
、
制
限
的
所
得
概
念
か
ら
包
括
的
所
得
概
念
へ
転
換
が
あ
り
、
法
人
の
有

す
る
資
産
に
係
る
増
加
益
も
担
税
力
を
構
成
す
る
と
考
え
ら
れ
た
結
果
、
法
人
の
所
得
課
税
に
お
け
る
独
立
性
が
承
認
さ
れ
は
じ
め
、
実

際
に
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
成
立
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
（
八
条
）
に
よ
り
、
租
税
立
法
権

が
ラ
イ
ヒ
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
一
九
二
〇
年
に
ラ
イ
ヒ
共
通
の
法
人
税
法
が
は
じ
め
て
所
得
税
法
か
ら
独
立
し
た
。
こ
れ
は

E
rzberger

帝
国
財
務
相
に
よ
る
税
制
改
革
の
過
程
で
あ
る
。
法
人
税
率
は
当
初
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
一
九
二
二
年
に
は
二
〇
パ
ー

セ
ン
ト
と
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
法
人
は
個
人
と
異
な
る
の
で
、
所
得
税
法
に
よ
っ
て
同
一
の
課
税
方
式
に
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
も

さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
法
人
に
よ
る
独
自
の
法
人
格
の
保
有
を
も
そ
の
根
拠
と
し
て
法
人
と
個
人
と
の
異
質
性
が
強
調
さ
れ（

78
）

、
結
局
そ
の
文

（
76
）

D
esens,H

albeinkünfteverfahren
(Fn.75 )

,S.31 .

（
77
）

例
え
ば
、Potthast,

D
ie

E
ntw

iklung
der

K
öperschaftsteuer

(Fn.58 )
,

S.28 ff.

に
よ
る
と
、
法
人
の
経
済
的
成
果
は
そ
の
株
主
の
た
め
に
あ
る
と
し
、
二

重
課
税
を
否
定
し
や
す
い
”同
一
説
（Identitätstheorie

）“
、
法
人
課
税
の
独
立
性
を
首
肯
し
や
す
い
”企
業
そ
れ
自
体
（U

nternehm
en

an
sich

）“
の
理

論
が
あ
る
。

（
78
）

ま
た
、
こ
の
点
に
つ
き
、
個
人
に
帰
属
し
な
い
所
得
を
法
人
（
と
い
う
組
織
の
）
段
階
で
補
足
す
る
と
い
う
意
味
で
、
法
人
税
は
所
得
税
の
補
完
税

（E
rgänzungssteuer

）
と
言
わ
れ
る
。
議
論
の
詳
細
は
、
参
照
、Schreiber,

U
lrich,

R
echtsform

abhängige
U

nternehm
ensbesteuerung?:E

ine
K

ritik
des

V
erhältnisses

von
E

inkom
m

en-
und

K
öperschftsteuer

auf
der

G
rundlage

eines
M

odells
für

m
ehrperiodige

Steuerbelastungsvergleiche,K
öln
1983 ,

S.208 ff.
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29－企業課税の現状と再構築の可能性（二）（手塚）

脈
に
お
い
て
法
人
株
主
間
の
二
重
課
税
も
当
然
視
さ
れ
た

（
79
）

。
具
体
的
に
は
、
法
人
も
自
然
人
と
の
間
で
市
場
に
お
い
て
競
争
関
係
に
立
っ

て
お
り
、
所
得
を
稼
得
し
て
い
る
以
上
両
者
は
租
税
法
上
同
視
可
能
で
あ
り
、
加
え
て
、
お
そ
ら
く
は
人
的
企
業
に
比
し
て
資
本
装
備
が

容
易
で
あ
る
こ
と
、
同
じ
く
借
入
が
容
易
で
あ
る
こ
と
と
い
っ
た
特
徴
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た（

80
）

。
ま
た
第
一
次
世
界
大

戦
に
敗
北
し
た
ド
イ
ツ
が
財
政
需
要
を
充
足
す
る
た
め
に
二
重
課
税
が
許
容
さ
れ
た
と
い
う
整
理
も
あ
る

（
81
）

。
こ
の
点P

otthast

氏
の
整
理

（
82
）

に
よ
り
仔
細
に
見
る
と
、
ド
イ
ツ
で
は
一
九
一
六
年
以
降
軍
需
産
業
が
急
成
長
し
、
そ
れ
に
呼
応
し
て
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
一
八
年
ま

で
に
国
家
財
政
の
軍
事
費
も
膨
張
し
た
結
果
、
一
九
一
八
年
に
お
い
て
そ
れ
は
国
民
総
生
産
（G

esam
tvolkseinkom

m
en

）
の
約
半
分
に

ま
で
到
達
し
た
。
イ
ン
フ
レ
も
継
続
し
、
ド
イ
ツ
は
敗
戦
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
形
態
の
中
立
性
は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
結

果
、
学
説
か
ら
批
判
が
提
起
さ
れ
た
。
加
え
て
、
一
九
二
五
年
に
中
小
の
有
限
会
社
（
そ
の
資
産
が
二
五
〇
〇
〇
ラ
イ
ヒ
マ
ル
ク
以
下
）

等
に
優
遇
税
制
が
導
入
さ
れ
、
法
人
税
率
を
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
株
主
の
配
当
所
得
税
の
計
算
に
際
し
て
法
人
税
の
控
除
が
可
能
と
さ
れ

た
。
そ
の
結
果
中
小
の
有
限
会
社
等
の
法
形
態
が
選
好
さ
れ
た
の
で
（
”有
限
会
社
へ
の
逃
避
“

（
83
）

）、
一
九
三
一
年
以
降
人
的
企
業
に
も
特

別
準
備
金
の
制
度
を
創
設
し
て
そ
の
内
部
留
保
の
優
遇
措
置
を
行
っ
た
が
、
そ
の
流
れ
を
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
お
、
一
九
二
四
年
に

第
三
三
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
が
あ
り
、
事
業
者
が
特
定
の
法
形
態
を
根
拠
に
所
得
課
税
ま
た
は
法
人
課
税
の
選
択
を
行
う
こ
と
、
も
し
く

は
特
定
の
法
形
態
を
他
の
も
の
よ
り
も
優
先
的
に
扱
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
所
得
税
お
よ
び
法
人
税
は
構
築
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う

（
79
）

D
esens,H

albeinkünfteverfahren
(Fn.75 )

,S.41 .

のFn.95 .

（
80
）

Potthast,D
ie

E
ntw

iklung
der

K
öperschaftsteuer

(Fn.58 )
,S.42 .m

.w
.N

.

（
81
）

Potthast,D
ie

E
ntw

iklung
der

K
öperschaftsteuer

(Fn.58 )
,S.56 .

（
82
）

Potthast,D
ie

E
ntw

iklung
der

K
öperschaftsteuer

(Fn.58 )
,S.41 .

（
83
）

D
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よ
う
に
法
形
態
の
中
立
性
へ
の
要
請
が
明
確
に
さ
れ
た

（
84
）

が
、
統
一
的
課
税
方
式
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
る
二
元
主
義
の
克
服
で
は
な
く
、

法
形
態
に
関
わ
り
な
く
法
人
課
税
ま
た
は
所
得
課
税
の
選
択
権
を
与
え
る
こ
と（

85
）

、
さ
ら
に
は
税
率
を
調
整
す
る
こ
と
が
そ
の
た
め
の
手
段

と
さ
れ
た

（
86
）

。

ま
た
、
一
九
三
四
年
以
降
、
法
人
税
制
に
一
定
の
変
化
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
企
業
の
法
形
態
に
関
わ
り
な
く
、
企
業
活
動
を
行
う

納
税
義
務
者
に
は
税
負
担
軽
減
が
行
わ
れ
た
が
、
一
般
的
に
は
、
最
終
的
に
法
人
税
率
は
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で

の
段
階
税
率
に
な
っ
た
（
一
九
四
二
年
時
点
）。
こ
の
根
拠
は
戦
時
体
制
の
も
と
で
の
企
業
の
内
部
留
保
の
促
進
と
税
収
確
保
で
あ
る（

87
）

。

ま
た
、
前
叙
の
有
限
会
社
に
係
る
優
遇
税
制
は
廃
止
さ
れ
、
二
重
課
税
の
排
除
も
行
わ
れ
な
く
な
っ
た（

88
）

。
そ
し
て
一
定
額
超
の
配
当
に
は

一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
税
率
で
課
税
が
さ
れ
た
の
で
、
実
質
的
に
は
高
額
の
配
当
は
禁
止
さ
れ
た（

89
）

。
こ
れ
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
、
四
〇

（
84
）

B
ecker,

E
nno,

Ist
es

erw
ünscht,

das
E

inkom
m

en
aus

G
ew

erbebetrieb
nach

gleichm
äßigen

G
rundsätzen

zu
besteuerun,

ohne
R

ücksicht
auf

die

R
echtsform

,
in

der
das

G
ew

erbe
betrieben

w
ird?

W
elche

W
ege

rechtlicher
A

usgestaltung
bieten

sich
für

eine
solche

B
esteuerung?,

in:V
erhandlungen

des
33 .D

eutschen
Juristentages,B

erlin

･L
eipzig,1925 ,S.450 f.

（
85
）

詳
細
は
、
参
照
、B

ecker,
Istes

erw
ünscht(Fn.84 )

,S.461 ff.

（
86
）

詳
細
は
、
参
照
、L

ion,
M

ax,
Ist

es
erw

ünscht,
das

E
inkom

m
en

aus
G

ew
erbebetrieb

nach
gleichm

äßigen
G

rundsätzen
zu

besteuerun,
ohne

R
ücksicht

auf
die

R
echtsform

,
in

der
das

G
ew

erbe
betrieben

w
ird?

W
elche

W
ege

rechtlicher
A

usgestaltung
bieten

sich
für

eine
solche

B
esteuerung?,in:V

erhandlungen
des
33 .D

eutschen
Juristentages,B

erlin

･L
eipzig,1925 ,S.482 ff.L

ion

は
統
一
的
課
税
方
式
の
不
採
用
の
根
拠
と
し

て
税
制
の
複
雑
化
に
言
及
す
る
。
参
照
、L

ion,a.a.O
.,S.482 f.

（
87
）

Potthast,D
ie

E
ntw

iklung
der

K
öperschaftsteuer

(Fn.58 )
,S.67 f.

（
88
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、Schm

ölders,
G

ünter,
Steuerum

bau
als

A
ufgabe

für
heute,

FA
1943 ,246 ff.,265 ff.

に
よ
る
と
、
平
等
原
則
を
犠
牲
に

し
、
税
収
獲
得
に
傾
倒
し
た
政
策
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

（
89
）

D
esens,H

albeinkünfteverfahren
(Fn.75 )

,S.47 .
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31－企業課税の現状と再構築の可能性（二）（手塚）

パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
所
得
税
率
の
態
様
に
接
近
す
る
こ
と
と
な
り
、
少
な
く
と
も
こ
の
点
で
は
一
見
両
税
間
で
の

中
立
性
は
一
定
程
度
実
現
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
結
果
に
過
ぎ
な
い
。

次
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
営
業
税
（B

etriebsteuer

）
の
提
案
が
ま
ず
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
既
に
第
二

次
世
界
大
戦
前
に
、
二
元
主
義
は
商
法
上
の
法
形
態
を
基
準
と
し
て
い
る
こ
と（

90
）

、
さ
ら
に
は
、
資
本
強
化
さ
れ
た
合
資
会
社
、
加
え
て
一

人
会
社
の
よ
う
な
人
的
色
彩
の
濃
い
株
式
会
社
の
出
現（

91
）

等
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
現
実
の
企
業
活
動
と
必
ず
し
も
そ
ぐ
わ
な
い
こ

と（
92
）

を
根
拠
に
、
税
制
改
革
案
と
し
て
主
張
さ
れ
た
。
そ
の
基
本
構
造
は
、
大
ま
か
に
は
、
営
業
（B

etrieb

）
と
性
質
決
定
可
能
な
活
動
に

営
業
税
と
い
う
同
一
の
課
税
方
式
を
適
用
す
る
点
で
、
後
述
す
る
一
般
的
企
業
税
の
前
身
と
も
言
い
う
る
も
の
で
あ
る
。
尤
も
営
業
税
に

も
Ⅰ
型
か
ら
Ⅲ
型
ま
で
あ
り
、
内
容
を
異
に
す
る
。
Ⅰ
型
に
お
い
て
は
、
正
規
簿
記
の
原
則
に
従
っ
た
帳
簿
作
成
を
行
っ
て
い
る
営
業

（B
etrieb

）
活
動
に
つ
い
て
営
業
税
を
課
し
、
持
分
権
者
に
配
当
等
が
な
さ
れ
る
際
に
は
、
持
分
権
者
の
所
得
税
か
ら
控
除
さ
れ
る（

93
）

。
Ⅱ

型
に
お
い
て
は
、
営
業
活
動
に
つ
き
Ⅰ
型
が
要
求
す
る
帳
簿
作
成
は
必
要
な
い
が
、
営
業
活
動
か
ら
稼
得
さ
れ
る
所
得
に
つ
い
て
独
自
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
設
定
し
、
比
例
的
な
課
税
が
な
さ
れ
る
（
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
Ｂ
。
な
お
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
こ
れ
の
み
で
は
な
く
、
他
の

複
数
の
所
得
分
類
が
独
自
の
比
例
税
率
を
擁
す
る
）。
そ
れ
が
後
に
持
分
権
者
に
配
当
等
が
な
さ
れ
る
際
に
は
、
二
重
課
税
の
調
整
を
伴

わ
な
い
累
進
課
税
が
な
さ
れ
る（

94
）

。
Ⅲ
型
は
、
Ⅰ
型
と
同
様
の
帳
簿
作
成
を
行
う
営
業
活
動
に
営
業
税
を
課
税
す
る
が
、
持
分
権
者
の
所
得

（
90
）

例
え
ば
、Fischer,C

urt,U
m

ein
U

nternehm
ungssteuerrecht:E

ine
rechts-

und
steuerpolitische

B
etrachtung,StuW

1942 ,601 ff.

（
91
）

Fischer
(Fn.90 )

,StuW
1942 ,615 ff.

（
92
）

Fischer
(Fn.90 )

,StuW
1942 ,621 ff.

（
93
）

B
etriebsteuerausschuß

der
V

erw
altung

für
Finanzen,B

erichtund
G

esetzentw
ürfe

zur
B

etriebsteuer,StuW
1949 ,1011 f.(B

oettcher,C
arl)

（
94
）

B
etriebsteuerausschuß

der
V

erw
altung

für
Finanzen

(Fn.93 )
,StuW

1949 ,1012 f.(B
oettcher,C

arl)
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税
か
ら
控
除
さ
れ
な
い
た
め
に
、
二
重
課
税
が
生
じ
る
と
い
う
も
の

（
95
）

で
あ
る
。
こ
れ
は
相
当
に
法
形
態
に
中
立
的
で
あ
る
た
め
、
確
か
に

既
に
述
べ
た
よ
う
に
一
般
的
企
業
税
に
も
通
じ
る
優
れ
た
提
案
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
前
叙
の
Ⅱ
型
お
よ
び
Ⅲ
型
に
つ
い
て
は
二
重
課
税

が
排
除
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
加
え
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
営
業
の
大
部
分
が
戦
争
に
よ
っ
て
操
業
停
止
に
陥
っ
て
い
る
中
で
、
経
済

活
動
を
行
っ
て
い
る
営
業
は
良
好
な
経
営
お
よ
び
変
化
に
富
む
環
境
へ
の
適
合
か
ら
戦
争
中
に
も
拘
わ
ら
ず
体
裁
を
保
ち
、
収
益
を
あ
げ

て
お
り
、
他
の
そ
う
し
た
営
業
に
比
し
て
い
わ
ば
独
占
的
地
位
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
着
目
し
て
課
税
す
る
と
い
う
そ
う
し
た
第

二
次
世
界
大
戦
後
の
税
収
が
必
要
な
時
期
に
税
収
獲
得
を
企
図
し
て
提
案
さ
れ
た
戦
争
営
業
税
（K

riegsbetriebsteuer

）
で
あ
る
と
い
う

批
判
も
あ
り
、
採
用
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
指
摘

（
96
）

が
あ
る
。
特
に
戦
争
営
業
税
と
い
う
指
摘
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
営
業
税
提
案

に
対
す
る
懐
疑
に
な
っ
て
い
る

（
97
）

。
そ
し
て
現
実
の
租
税
政
策
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
占
領
期
を
経
て
、
一
九
四
六
年
か
ら
一
九
五
〇
年
に

は
最
高
所
得
税
率
は
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
一
九
五
三
年
に
は
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
さ
れ
た
。
そ
れ
と
並
行
し
て
法
人
税
率
は
六
〇

パ
ー
セ
ン
ト
と
さ
れ
た
が
、
一
九
四
九
年
に
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
さ
れ
、
一
九
五
一
年
に
は
再
び
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
一
九
五
三
年
に
は
法
人
税
率
に
つ
い
て
、
配
当
所
得
分
に
つ
い
て
は
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
さ
れ
、
一
九
五
八
年
に
は
そ
れ
が
さ
ら
に

一
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
さ
れ
た（

98
）

。
他
方
で
、
内
部
留
保
分
に
つ
い
て
の
法
人
税
率
は
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
一
九
五
五
年
に
四
五
パ
ー

セ
ン
ト
に
、
一
九
五
八
年
に
は
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
二
重
課
税
の
排
除
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が（

99
）

、
法
人
課
税
の
場

（
95
）

B
etriebsteuerausschuß

der
V

erw
altung

für
Finanzen

(Fn.93 )
,StuW

1949 ,1013 f.(B
oettcher,C

arl)

（
96
）

Schm
ölders
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1943 ,

265 ff.;T
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Fritz,
Steuerum

bau
als

A
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für
heute

und
m

orgen:E
ine

Stellungsnahm
e

zu
Schm

ölders'

V
orschalg

einer
K

riegsbetriebssteuer,FA
1943 ,607 ff.

（
97
）

H
ey,E

inführung
(Fn.4 )

,R
z.184 .

（
98
）

D
esens,H

albeinkünfteverfahren
(Fn.75 ),S.53 .

（
99
）

D
esens,H

albeinkünfteverfahren
(Fn.75 ),S.54 .
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33－企業課税の現状と再構築の可能性（二）（手塚）

面
に
お
け
る
法
人
の
独
立
性
は
承
認
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
な
お
、
一
連
の
過
程
で
立
法
者
に
よ
る
法
形
態
の
中
立
性
の
実
現
は
企
図

さ
れ
て
い
た（

100
）

。
第
二
次
世
界
大
戦
後
間
も
な
く
は
産
業
復
興
の
た
め
に
出
資
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
が
、
復
興
が
一
段
落
す
る
と
株
主
は
配

当
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
二
重
課
税
が
改
め
て
問
題
視
さ
れ
た
の
で
あ
る（

101
）

。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
す
る
対
応
と
し
て
、
こ

の
期
間
に
は
、
立
法
者
の
法
人
税
立
法
は
税
率
の
変
更
に
止
ま
っ
て
い
た（

102
）

。
さ
ら
に
、
一
九
六
〇
年
代
末
に
は
、
い
わ
ゆ
る
出
資
者
税

（T
eilhabersteuer

）
（
103
）

の
構
想
も
提
案
さ
れ
、
理
論
的
に
は
支
持
を
集
め
た
が
、
株
主
に
法
人
の
利
益
を
直
接
帰
属
さ
せ
、
彼
ら
の
も
と
で

所
得
課
税
を
行
う
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
原
因
を
有
す
る
そ
う
し
た
実
際
上
の
理
由

（
104
）

等
か
ら
採
用
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
一
九
六
九
年
に
ド
イ
ツ
財
務
省
の
も
と
に
組
織
さ
れ
た
税
制
改
革
委
員
会
で
あ
るE

berhard-kom
m

ission

の
検
討

（
105
）

を
経
て
、

一
九
七
七
年
に
お
い
て
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
（A

nrechnungsverfahren

）
が
導
入
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
、
法
人
株
主
間
の
二
重
課

（
100
）

B
T

-D
rucks.2 /481 ,S.107 .

（
101
）

Potthast,D
ie

E
ntw

iklung
der

K
öperschaftsteuer

(Fn.58 )
,S.80 .

（
102
）

Potthast,D
ie

E
ntw

iklung
der

K
öperschaftsteuer

(Fn.58 )
,S.79 f.

（
103
）

E
ngels,

W
olfram

/W
olfgang

S
tützel,

T
eilhabersteuer:ein

B
eitrag

zur
V

erm
ögenspolitik,

zur
V

erbesserung
der

K
apitalstruktur

und
zur

V
ereinfachung

des
Steuerrechts,Frankfurta.M

ain
1968 .

（
104
）

例
え
ば
、Jacobs,

O
tto

H
.,

U
ntrnehm

ensbesteuerung
und

R
echtsform

:H
andbuch

zur
B

esteuerung
deutscher

U
nternehm

en,
3 .A

ufl.,
M

ünchen

2002 ,
S

.100 f.

の
整
理
に
よ
る
と
、
次
の
こ
と
に
言
及
が
あ
る
。
企
業
の
利
益
が
持
分
権
者
に
配
当
・
分
配
が
な
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
彼
ら
の
も
と
で
課

税
さ
れ
る
こ
と
、
企
業
の
も
と
で
生
じ
た
損
失
は
繰
越
お
よ
び
繰
戻
が
で
き
ず
に
、
ま
た
損
失
が
持
分
権
者
に
帰
属
す
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
企
業
の
も
と
に

残
り
続
け
る
こ
と
、
持
分
権
者
の
所
在
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
こ
と
、
持
分
権
者
が
非
居
住
者
で
あ
る
場
合
に
は
課
税
が
で
き
な
い
可
能
性
が
あ

る
こ
と
、
企
業
レ
ベ
ル
で
の
課
税
が
な
さ
れ
な
い
の
で
、
企
業
に
係
る
租
税
政
策
が
観
念
さ
れ
え
な
い
こ
と
、
法
秩
序
の
統
一
性
が
維
持
で
き
な
い
こ
と
、

出
資
者
税
は
そ
も
そ
も
小
規
模
企
業
を
念
頭
に
置
い
た
課
税
方
式
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

（
105
）

B
undesm

inisterium
der

Finanzen,G
utachten

der
Steuerreform

kom
m

ission,B
onn
1971 ,K

perschaftsteuer
4

T
z.162 f.
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税
は
完
全
に
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

（
106
）

。
こ
れ
は
従
前
の
統
合
方
式
が
凡
を
ク
ラ
シ
カ
ル
メ
ソ
ッ
ド
で
あ
っ
た
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
大

き
な
改
正
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
際
、
法
人
に
係
る
税
負
担
が
、
そ
の
所
得
を
内
部
留
保
し
よ
う
が
、
配
当
し
よ
う
が
、
人
的
企
業
の

課
税
に
よ
る
そ
れ
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う（

107
）

。
こ
の
時
点
で
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
中
規
模
の
企
業

は
人
的
会
社
お
よ
び
個
人
事
業
と
し
て
の
形
態
を
擁
し
て
お
り
、
有
限
会
社
は
少
数
で
あ
っ
た（

108
）

。
し
か
し
、
法
人
課
税
そ
の
も
の
に
つ
い

て
は
、
法
秩
序
の
統
一
性
を
根
拠
に
、
特
に
人
的
会
社
に
ま
で
そ
れ
を
拡
張
す
る
こ
と
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
法
人
税
が
維
持
さ
れ

た
の
は
、
法
人
の
内
部
留
保
利
益
に
対
す
る
課
税
を
確
保
す
る
と
い
う
考
慮
が
作
用
し
た
と
言
わ
れ
る（

109
）

。
そ
し
て
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン

方
式
の
も
と
で
は
、
法
人
の
内
部
留
保
所
得
お
よ
び
配
当
所
得
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
法
人
税
率
を
異
に
し
て
い
た
。
前
者
の
法
人
税
率
は
、

一
九
七
七
年
か
ら
一
九
九
〇
年
ま
で
が
五
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
九
九
〇
年
か
ら
一
九
九
三
年
ま
で
が
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
九
九
四
年
か

ら
一
九
九
八
年
ま
で
が
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
ま
で
が
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
さ
れ
た
。
後
者
の
法
人
税
率
は
、

一
九
七
七
年
か
ら
一
九
九
三
年
ま
で
が
三
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
九
九
四
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
ま
で
が
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
こ
の

税
率
改
正
の
う
ち
当
初
の
そ
れ
（
五
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
法
形
態
の
中
立
性
の
実
現
が
企
図
さ
れ
て
い
た（

110
）

。
そ
し
て
一
連
の
法
人
税
率
の

引
き
下
げ
は
ド
イ
ツ
企
業
の
国
際
競
争
力
へ
の
配
慮
で
あ
っ
た（

111
）

。
し
か
し
、
学
説
の
指
摘
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
内
部
留
保
税
率
は
な
お

（
106
）

K
nobbe-K

euk,
B

rigitte,
B

ilanz-
und

U
nternehm

enssteuerrecht9 .A
ufl.,

K
öln
1993 ,

S.565

に
よ
れ
ば
、
法
人
税
は
個
人
所
得
税
の
前
取
り
、
第
二
の

資
本
収
益
税
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

（
107
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
参
照
、R

aupach,
A

rndt,
D

ie
N

euordnung
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K
öperschaftsteuersystem

s,
in:Seeger,

Siegbert
F.,

(H
srg.),

Perspektiven
der

U
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ensbesteuerung,K
öln
2002 ,S.10 .

（
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）

Potthast,D
ie

E
ntw

iklung
der

K
öperschaftsteuer

(Fn.58 )
,S.92 .

（
109
）

Potthast,D
ie

E
ntw

iklung
der

K
öperschaftsteuer

(Fn.58 )
,S.132 .

ま
た
、
参
照
、B

T
-D

rucks.7
/1470 ,S.326 .

（
110
）

B
T

-D
rucks.7

/1470 ,S.330 .
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高
い
と
さ
れ
て
い
る

（
112
）

。
な
お
、
こ
の
間
、
最
高
所
得
税
率
は
、
税
収
喪
失
を
防
止
す
る
た
め

（
113
）

、
五
六
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
五
三
パ
ー
セ
ン
ト

に
一
度
だ
け
引
き
下
げ
が
あ
っ
た
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
法
人
税
率
と
最
高
所
得
税
率
と
の
間
で
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
差
が
生
じ

た
が
、
こ
れ
を
正
当
化
す
る
の
が
、
”法
人
税
率
は
比
例
税
率
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
同
時
に
限
界
・
平
均
税
率
で
あ
る
が
、
所
得
税
率

に
つ
い
て
は
、
最
高
所
得
税
率
は
通
常
平
均
税
率
よ
り
も
高
い
“

（
114
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
一
定
期
間
に
お
い
て
は
、
法
人
税
率

と
最
高
所
得
税
率
と
が
平
仄
を
保
っ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
が
、
後
述
の
よ
う
に
企
業
競
争
力
と
い
う
経
済
政
策
上
の
考
慮
が
そ
れ
を
許

さ
な
く
な
っ
た
。
な
お
所
得
税
法
上
の
事
業
所
得
者
に
つ
い
て
は
、
事
業
税
負
担
を
考
慮
し
て
最
高
所
得
税
率
は
四
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
、
以
上
に
見
た
期
間
に
お
け
る
法
人
税
制
の
動
向
と
し
て
、
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
の
維
持
と
税
率
の
調
整
と
い

う
特
徴
が
見
い
出
さ
れ
、
大
き
な
改
正
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
財
務
省
に
お
け
る
検
討
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
例
え
ば
、
重
要
な
資
料
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
財
務
省
（
学
術
諮
問
委
員
会
）
の
一
九
九
〇
年
の
報
告
書（

115
）

、
一
九
九
一
年
の
報
告

書
（
116
）

が
あ
り
、
前
者
は
、
二
元
主
義
の
も
と
に
お
け
る
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
に
よ
る
中
立
性
の
実
現
に
高
い
評
価
を
与
え
た
上
で
、

物
的
会
社
の
も
と
に
お
け
る
資
金
調
達
に
つ
き
、
内
部
留
保
税
率
を
引
き
下
げ
る
場
合
に
は
、
人
的
企
業
の
資
金
調
達
に
比
し
て
差
別
的

に
優
遇
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
内
部
留
保
税
率
と
最
高
所
得
税
率
と
を
一
致
さ
せ
る
必
要
性
に
つ
い
て
触
れ（

117
）

、
後
者
は
、
経
済
の
グ

（
111
）

B
T

-D
rucks.11

/2157 ,S.2 .

（
112
）

M
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ils,D
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m
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m
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B
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A
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K
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.2008 ,S.26 .

（
113
）

B
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（
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）

B
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（
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）

W
issenschaftlicher

B
eiratbeim

B
undesm

inisterium
der

Finanzen,G
utachten

zur
R

eform
der

U
nternehm

ensbesteuerung,B
onn
1990 .

（
116
）

W
issenschaftlicher

B
eirat

beim
B

undesm
inisterium

der
Finanzen,

G
utachten

der
K

om
m

ission
zur

V
erbesserung

der
steuerlichen

B
edingungen

für
Investitionen

und
A

rbeitplätze,B
onn
1991

02　手塚先生_縦  14.3.17 1:03 PM  ページ 35



広島法学　37 巻２号（2013 年）－36

ロ
ー
バ
ル
化
を
視
野
に
入
れ
て
、
投
資
と
経
済
成
長
を
実
現
す
る
べ
く
、
法
人
税
率
を
引
き
下
げ
る
こ
と
に
併
せ
て
、
内
部
留
保
税
率
と

最
高
所
得
税
率
と
を
一
致
さ
せ
る
べ
き
必
要
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る（

118
）

。
こ
れ
ら
は
、
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
の
優
位
性
を
前
提
と

し
て
い
る
こ
と
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
後
に
も
触
れ
る
が
、
法
人
税
制
の
設
計
に
お
い
て
は
税
率
の
構
築
に
係
る
重
要
性
が
高

ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
一
九
八
〇
年
に
は
、
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
に
お
い
て
企
業
課
税
に
お
け
る
法
形
態
の
中
立
性
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
が
、
イ
ン
ピ

ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
が
一
九
七
七
年
法
人
税
法
改
正
で
導
入
さ
れ
、
二
重
課
税
の
排
除
は
概
ね
実
現
さ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
二

元
主
義
の
問
題
を
克
服
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
つ
つ
も（

119
）

、
そ
れ
を
以
て
不
十
分
な
が
ら
も
二
元
主
義
の
問
題
は
緩
和
さ
れ
、
”競
争

中
立
性
“
は
満
足
の
い
く
程
度
の
充
足
に
近
づ
い
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
り（

120
）

、
必
ず
し
も
現
行
法
制
の
抜
本
的
改
正
は
必
要
な
い
と
さ

れ
た

（
121
）

。
こ
こ
で
税
制
改
革
法
（Steuerreform
gesetz
）
に
よ
る
一
九
九
〇
年
改
正
に
も
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
一

九
九
〇
年
改
正
で
は
、
内
部
留
保
に
係
る
法
人
税
率
と
最
高
所
得
税
率
と
の
一
致
・
接
近
は
捨
て
ら
れ
た
。
続
け
て
、
立
地
点
確
保
法

（S
tandortsicherungsgesetz

）
に
よ
る
一
九
九
四
年
改
正
で
は
、
法
人
税
率
の
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
き
下
げ
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は

（
117
）

W
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法
人
税
と
所
得
税
と
の
間
で
税
率
の
乖
離
が
生
じ
た
こ
と
に
な
る
が
、
最
高
所
得
税
率
を
併
せ
て
引
き
下
げ
る
こ
と
は
、
当
時
の
財
政
状

況
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た（

122
）

。
こ
れ
は
法
人
税
収
と
比
較
し
て
の
所
得
税
収
の
多
さ
か
ら
く
る
議
論
で
あ
り
、
換

言
す
れ
ば
、
企
業
税
制
の
み
に
着
目
し
た
税
制
改
革
は
構
造
上
困
難
で
あ
っ
て
、
所
得
税
制
全
体
の
構
造
が
企
業
税
制
の
改
革
の
足
か
せ

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

123
）

。
な
お
、
こ
う
し
た
乖
離
は
、
平
均
税
率
に
着
目
し
て
正
当
化
さ
れ
た

（
124
）

。
ま
た
、
一
九
九
二
年
に
人
的
企

業
に
係
る
事
業
税
の
負
担
軽
減
措
置
が
採
用
さ
れ
、
物
的
会
社
の
そ
れ
と
の
接
近
化
が
実
現
し
た
。
さ
ら
に
、
一
九
九
一
年
以
降
連
帯
付

加
金
の
徴
収
が
開
始
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
当
初
は
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
の
も
と
に
お
い
て
、
控
除
可
能
な
法
人
税
に
つ
い
て

も
徴
収
さ
れ
て
い
た
た
め
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
上
そ
の
二
重
負
担
が
生
じ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
そ
の
後
に
解
消
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
九
七
年

に
は
財
産
税
が
廃
止
さ
れ
、
一
九
九
八
年
に
は
事
業
資
本
税
が
廃
止
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
以
て
物
的
会
社
と
人
的
企
業
と
の
間
の
税
負
担
の

接
近
化
の
一
助
に
な
っ
た
。

次
に
、
減
税
法
（Steuersenkungsgesetz
）
に
よ
る
二
〇
〇
〇
年
の
税
制
改
革

（
125
）

に
よ
り
、
そ
の
複
雑
性
、
非
居
住
者
に
係
る
税
額
控
除

請
求
権
が
な
い
等
と
い
う
理
由
で
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
が
廃
止
さ
れ
、
二
分
の
一
所
得
免
除
方
式
が
導
入

（H
albeinkünfteverfahren

）
さ
れ
た

（
126
）

。
こ
れ
は
法
人
課
税
を
行
わ
れ
た
あ
と
、
配
当
が
な
さ
れ
る
際
に
は
、
そ
の
半
額
に
つ
い
て
個
人
所

（
122
）

B
T

-D
rucks.1

/93 ,S.25 ,S.27 .

（
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）
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H
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H
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．

に
よ
る
と
、
企
業
税
制
を
構
築
す
る
際
に
は
、

所
得
税
法
に
お
け
る
事
業
所
得
に
つ
い
て
、
事
業
税
の
負
担
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
認
識
が
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
、
と
い
う
。

（
124
）

M
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E
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）
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得
課
税
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
法
人
税
率
は
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
が
、
最
高
所
得
税
率
は
結
局
四
二．

五
パ
ー
セ
ン
ト
（
二
〇
〇
五
年
段
階
）
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
租
税
競
争
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
り（

127
）

、
そ
れ
を
租
税
政
策
上
無
視
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
う
し
た
法
人
税
率
の
大
幅
な
引
き
下
げ
に
対
応
す
る
た
め
に
、
事
業
所
得
者
に
係
る
事

業
税
負
担
の
減
免
措
置
が
導
入
さ
れ
（
ド
所
法
三
五
条
）、
最
高
所
得
税
率
の
法
人
税
率
並
み
へ
の
引
き
下
げ
が
見
送
ら
れ
た
の
は
税
収

喪
失
を
お
そ
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た（

128
）

。
ま
た
二
〇
〇
〇
年
改
正
は
、
法
人
の
み
な
ら
ず
、
人
的
会
社
、
個
人
事
業
者
に
つ
い
て
も
税
負
担

の
軽
減
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た（

129
）

。
そ
の
中
で
触
れ
ら
れ
て
い
た
の
が
、
法
人
課
税
の
選
択
権
の
付
与
、
内
部
留
保
利

益
に
係
る
法
人
税
率
の
適
用
、
事
業
税
の
負
担
軽
減
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
採
用
さ
れ
た
の
が
、
前
叙
の
ド
イ
ツ
所
得
税
法
三
五
条
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
確
か
に
、
法
形
態
の
中
立
性
の
実
現
が
企
図
さ
れ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず（

130
）

、
し
か
し
、
課
税
方
式
は
従
前
の
ま
ま
維
持

さ
れ
、
そ
の
上
二
元
主
義
を
維
持
し
た
ま
ま
で
の
ピ
ー
ス
ミ
ー
ル
的
な
改
正
で
あ
っ
た
た
め

（
131
）

、
法
人
税
率
と
最
高
所
得
税
率
と
の
か
い
離
、

さ
ら
に
は
両
者
の
税
負
担
の
乖
離
は
広
が
っ
た
。
な
お
、
こ
の
と
き
、
一
九
九
九
年
に
連
邦
財
政
裁
判
所
は
二
〇
〇
〇
年
改
正
前
の
前
叙

（
126
）

そ
の
骨
子
に
つ
い
て
、
参
照
、W

issenschaftlicher
B

eiratbeim
B

undesm
inisterium

der
Finanzen,B

rühler
E

m
pfehlungen

(Fn.125 )
,S.49 ff.

（
127
）

E
nglisch,Joachim

,D
ie

D
uale

E
inkom

m
ensteuer

-
R

eform
m

odellfür
D

eutschland?,B
onn
2005 ,S.7 .

（
128
）

L
ang,

Joachim
,

P
erspektiven

der
U

nternehm
enssteuerreform

,
in:B

unde
sm

nisterium
der

F
inanzen,

B
rühler

E
m

pfehlungen
zur

R
eform

der

U
nhernehm

ensbesteuerung,B
onn
1999 ,S.6 .

ま
た
、
参
照
、B

R
-D

rs.1
/93 ,S.27 .

一
四
三
〇
〇
〇
マ
ル
ク
超
の
所
得
を
稼
得
し
て
い
る
五
パ
ー
セ
ン
ト

の
納
税
義
務
者
が
所
得
税
収
の
四
割
を
担
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
129
）

B
T

-D
rucks.14

/2683 ,S.4 .

（
130
）

B
T

-D
rucks.14

/2683 ,S.4 .

（
131
）

す
な
わ
ち
、
注
（
125
）
のB

rühler
E

m
pfehlungen

のS
.45

に
お
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
一
般
的
企
業
税
（
Ａ
Ｕ
Ｓ
）
の
採
用
も
提
言
さ
れ
て
い
た
が
、

そ
れ
自
体
に
対
す
る
批
判
お
よ
び
短
期
間
で
の
改
正
が
無
理
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
導
入
は
見
送
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
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の
事
業
所
得
に
係
る
最
高
所
得
税
率
の
軽
減
措
置
に
つ
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
呈
示
決
定
を
行
っ
た
が（

132
）

、
後
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ

り
合
憲
と
さ
れ
た

（
133
）

。

加
え
て
、
二
〇
〇
八
年
に
二
分
の
一
所
得
免
除
方
式
が
廃
止
さ
れ
、
法
人
税
率
が
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
部
分
免
除
方

式
（T

eileinkünfteverfahren

）
に
代
わ
っ
た
。
こ
れ
は
、
法
人
段
階
で
法
人
課
税
が
行
わ
れ
た
後
で
、
当
該
所
得
が
配
当
に
充
て
ら
れ
る

際
に
は
、
そ
の
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
配
当
所
得
税
が
課
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
源
泉
徴
収
型
調
整
税

（A
bgeltungssteuer

）
が
配
備
さ
れ
、
配
当
所
得
に
つ
い
て
、
一
定
の
要
件
の
も
と
で
株
主
に
つ
い
て
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
税
率
で
課
税

さ
れ
、
そ
れ
を
以
て
配
当
所
得
に
係
る
課
税
関
係
が
終
了
す
る
（
ド
所
法
二
〇
条
一
項
一
、
二
号
、
同
三
二
ｄ
条
四
項
）。

２
　
法
人
税
制
を
取
り
巻
く
も
の
―
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
法
人
税
制
―

以
上
が
ド
イ
ツ
法
人
税
法
の
歴
史
的
展
開
で
あ
り
、
い
く
つ
か
特
徴
が
み
ら
れ
る
が
、
本
稿
が
特
に
着
目
す
べ
き
は
、
や
は
り
法
人
と

い
う
個
人
と
は
別
個
独
立
し
た
法
主
体
に
対
す
る
租
税
と
し
て
発
展
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
日
の
法
人
税
制
の
出
発
点
は
右

の
点
に
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
強
く
刻
印
づ
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
比
較
的
近
い
と
こ
ろ
で
、
一
九
七
七
年
の
法
人
税
改
革
に
お
け
る

法
秩
序
の
統
一
性
と
い
う
立
法
者
の
判
断
に
よ
る
私
法
準
拠
主
義
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
立
法
実
務
上
現
在
に
お

い
て
捨
て
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
、
ド
イ
ツ
法
人
税
法
の
発
展
が
み
ら
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
も
企
業
税
法
（
に
係
る
立
法
政
策
）
に
お
け
る
私
法
準
拠
主
義
を
合
憲
と
し
て
い
る
。
加
え
て
、
同
じ
く
後
に
見
る
よ

う
に
、
事
業
者
や
人
的
会
社
に
つ
い
て
、
適
用
税
率
が
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
い
そ
れ
ら
が
極
め
て
多
い
と
い
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、

彼
ら
は
こ
れ
に
よ
り
何
ら
か
の
課
税
方
式
で
以
て
自
ら
に
実
質
的
に
法
人
課
税
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
、

（
132
）

V
orlagebeshulß

des
B

FH
v.24 .2 .1999 ,X

R
171

/96 ,B
StB

l.2
,S.450 .

（
133
）

B
V

erfG
v.21 .6 .2006 ,2

B
vL
2

/99 ,

―2
B

vL
2

/99

―B
V

erfG
E
116 ,164 .
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そ
の
可
能
性
が
生
じ
れ
ば
、
同
時
に
彼
ら
は
、
政
策
過
程
に
お
い
て
政
治
的
に
抵
抗
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
ベ
ー
ス
に
推

測
す
る
と
、
企
業
全
体
に
統
一
的
な
課
税
方
式
を
適
用
す
る
と
い
う
租
税
政
策
は
租
税
原
則
に
非
常
に
よ
く
整
合
す
る
も
の
で
あ
る
に
も

拘
わ
ら
ず
、
現
実
の
租
税
政
策
上
に
お
い
て
は
あ
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
と
な
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
法
形
態
の
中
立
性
の
実
現
に

つ
い
て
租
税
立
法
者
に
留
保
さ
れ
た
最
も
重
要
な
政
策
選
択
肢
は
、
前
叙
の
ド
イ
ツ
企
業
税
法
の
制
度
形
成
の
過
程
か
ら
す
る
と
、
税
率

の
構
築
で
あ
る
こ
と
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
法
人
税
法
に
お
い
て
は
、
そ
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
理
論
的
に
は
法
形
態
に
中
立
的
な
課
税

が
要
請
さ
れ
て
い
た
し
、
実
際
に
も
、
例
え
ば
、
法
人
税
率
と
最
高
所
得
税
率
と
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
租
税
制
度

が
実
現
さ
れ
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
経
済
活
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
そ
う
し
た
状
況
を
許
さ
な
く
な
り
、
法
人
税
率
の
段

階
的
引
き
下
げ
が
行
わ
れ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
法
人
税
率
も
含
め
て
、
税
率
の
構
築
に
関
し
て
税
率
の
水
準
を
定
量
的
に
指
示
す
る
法

理
論
は
目
下
の
と
こ
ろ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
人
税
率
の
あ
り
よ
う
を
決
定
し
う
る
の
は
、
最
高
所
得
税
率
と
の
一
致
を
要
請
す
る
中

立
性
、
水
平
的
公
平
を
指
示
す
る
平
等
原
則
の
み
に
な
る
。
つ
ま
り
、
二
元
主
義
の
放
棄
は
措
く
と
し
て
、
所
得
税
率
と
法
人
税
率
と
の

調
整
を
以
て
中
立
性
を
維
持
す
る
租
税
政
策
が
採
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
こ
こ
で
は
、
具
体
的
に
は
、
ド

イ
ツ
国
内
へ
の
投
資
の
呼
び
込
み
お
よ
び
ド
イ
ツ
国
内
で
の
経
済
活
性
化
と
い
う
経
済
政
策
上
の
事
情
が
そ
れ
を
許
さ
な
く
な
り（

134
）

、
か
か

る
事
情
は
両
税
率
の
乖
離
の
正
当
化
根
拠
と
し
う
る
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る（

135
）

。
と
す
る
な
ら
ば
、
現
行
の
企
業
税
法
に
お
け
る
二
元
主
義

の
克
服
を
指
示
す
る
法
的
根
拠
は
さ
ほ
ど
強
く
は
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
、
両
税
率
の
調
整
と
い
う
選
択
肢
す
ら
失
わ

れ
つ
つ
あ
り
、
従
来
の
税
制
改
正
が
二
元
主
義
を
根
本
的
に
克
服
し
な
か
っ
た
こ
と
の
根
拠
の
１
つ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
134
）

M
eyer-Sandberg,D

ie
D

uale
E

inkom
m

ensteuer
(Fn.112 ),S.42 .

（
135
）

例
え
ば
、
参
照
、M

eyer-Sandberg,D
uale

E
inkom

m
ensteuer

(Fn.112 ),S.47 .
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尤
も
、
理
論
的
に
も
、
政
策
的
に
も
法
人
に
係
る
税
負
担
が
一
方
的
に
引
き
下
げ
ら
れ
こ
と
に
つ
い
て
問
題
視
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
り

う
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
直
後
の
（
二
）
１
に
お
け
る
法
人
税
改
革
提
案
に
係
る
検
討
に
際
し
て
、
同
時
に
触
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。

（二）

ド
イ
ツ
法
人
税
法
の
理
論
史

１
　
法
人
税
改
革
案
―
法
人
税
の
基
礎
概
念
と
し
て
の
法
形
態
の
中
立
性
―

既
に
二
で
見
た
よ
う
に
、
企
業
課
税
を
論
じ
る
上
で
中
立
性
が
現
実
の
制
度
設
計
上
も
理
論
上
も
高
い
重
要
性
を
持
つ
。
と
り
わ
け
ド

イ
ツ
租
税
法
学
に
お
い
て
は
競
争
中
立
性
を
以
て
法
人
税
の
正
当
化
が
試
み
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
加
え
て
こ
こ
で
指
摘
で
き
る

の
は
、
法
形
態
の
中
立
性
を
以
て
企
業
課
税
の
レ
ベ
ル
で
の
法
人
と
人
的
企
業
と
の
間
の
税
負
担
の
統
一
化
を
実
現
す
る
こ
と
が
試
み
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
尤
も
右
の
統
一
化
に
つ
い
て
も
、
課
税
方
式
を
同
一
に
す
る
と
い
う
形
態
で
の
完
全
な
統
一
化
を
指
向
す
る
の

か
、
ま
た
は
二
元
主
義
は
残
し
つ
つ
も
税
負
担
に
つ
い
て
の
み
出
来
る
限
り
の
同
一
化
あ
る
い
は
接
近
化
を
試
み
る
の
か
と
い
う
違
い
が

認
め
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
二
元
主
義
に
着
目
が
な
さ
れ
つ
つ
、
所
得
税
と
法
人
税
と
の
関
係
に
触
れ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の

上
で
法
形
態
の
中
立
性
を
一
つ
の
重
要
な
基
準
と
し
て
ド
イ
ツ
に
お
け
る
企
業
税
法
の
租
税
政
策
は
企
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
た
め
、

そ
れ
を
着
眼
点
と
し
て
、
都
合
上
ド
イ
ツ
法
人
税
法
の
理
論
史
の
う
ち
最
近
触
れ
ら
れ
る
論
点
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
１
）

FlatT
ax

と
法
人
税

Flat
T

ax （
136
）

を
導
入
す
れ
ば
、
所
得
税
率
は
法
人
税
率
と
同
一
に
な
り
う
る
。
例
え
ば
、Flat

T
ax

を
指
向
す
る
税
制
改
革
案
は
多
い
が
、

（
136
）

本
文
中
に
お
い
て
触
れ
る
も
の
の
他
、
参
照
、W

issenschaftlicher
B

eirat
beim

B
M

F,
Flat

T
ax

oder
D

uale
E

inkom
m

ensteuer?:Z
w

ei
E

ntw
ürfe

zur

R
eform

der
deutschen

E
inkom

m
enbesteuerung,B

onn
2004 .
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例
え
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
時
のPaul

K
irchhof

教
授
に
よ
り
提
案
さ
れ
た
所
得
税
法
典

（
137
）

に
お
け
るFlat

T
ax

の
構
想
に
よ
る
と
、
所

得
税
率
お
よ
び
法
人
税
率
を
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
統
一
化
し
、
納
税
義
務
者
を
自
然
人
お
よ
び
租
税
法
人
と
す
る
（
同
法
典
二
条
四
項
）。

租
税
法
人
と
は
自
然
人
以
外
の
従
来
の
法
人
等
の
企
業
活
動
を
行
う
納
税
義
務
者
で
あ
る
。
加
え
て
、
租
税
法
人
へ
の
出
資
者
に
対
し
て

同
法
人
か
ら
配
当
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
当
該
出
資
者
の
も
と
で
配
当
に
所
得
課
税
は
行
わ
れ
な
い（
同
法
典
一
二
条
一
項
。§

2
R

z.35 .

）。

こ
の
点
で
非
常
に
中
立
的
で
あ
る
。
要
す
る
に
、F

lat
T

ax

と
法
人
税
と
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
法
人
税
率
と
所
得
税
率
と
が
一
致
し
、
二

重
課
税
の
調
整
措
置
を
必
要
と
し
な
い
の
で

（
138
）

、
前
叙
の
中
立
性
が
導
か
れ
る
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
二
元
主
義
の
克
服
に
繋
が
る
。

そ
し
て
、Flat

T
ax

に
は
、K

irchhof

教
授
の
他
に
も
、
例
え
ばSpengel

教
授
が
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
り

（
139
）

、
所
論
に
よ
れ
ば
、
法
人
税

と
所
得
税
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
配
当
に
つ
い
て
は
法
人
段
階
で
課
税
さ
れ
た
後
、
株
主
段
階
で
は
課
税
は
行
わ
れ
ず
、
完
全
統

合
が
可
能
と
な
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
扱
い
は
利
子
・
使
用
料
等
に
も
当
て
は
ま
る
。
そ
の
結
果
い
わ
ゆ
る
資
金
調
達
の
中
立
性
も
実
現

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
に
賃
金
も
加
え
て
支
払
法
人
段
階
で
の
源
泉
徴
収
課
税
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ

て
、
受
取
者
で
あ
る
自
然
人
の
も
と
で
所
得
課
税
が
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
累
進
税
率
に
よ
る
課
税
が
行
わ
れ
る
と
き
の
よ
う
に
、

そ
う
し
た
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
年
度
帰
属
を
操
作
す
る
と
い
う
誘
因
は
生
じ
な
く
な
る
。

但
し
、Flat

T
ax

の
導
入
に
よ
り
税
収
の
大
幅
減
は
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
、E

licker

教
授
は
、
累
進
税

率
の
意
義
を
国
民
の
正
義
感
情
に
結
び
付
け
て
議
論
し
て
い
る

（
140
）

。
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
累
進
税
率
に
拠
ら
ず
、
例
え
ば
所
得
控
除
を
高

（
137
）

K
irchhof,Paul,E

inkom
m

ensteuergesetzbuch,H
eidelberg

2003 .

（
138
）

詳
細
は
、
例
え
ば
、Schlick,G

regor,D
ie

FlatT
ax

als
gerechtigkeitsforderndes

E
inkom

m
ensteuerm

odell,W
irtschaftsdienst2005 ,582 ff.,589 .

（
139
）

S
pengel,

C
hristoph,

B
esteuerung

von
E

inkom
m

en-A
ufgaben,

W
irkungen

und
europäische

H
erausforderungen:G

utachten
G

für
den
66 .

D
uetschen

Juristentag,M
ünchen

2006 ,G
49 f.
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43－企業課税の現状と再構築の可能性（二）（手塚）

め
に
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
所
得
再
分
配
を
実
現
す
る
と
い
う
考
え
方

（
141
）に

は
な
お
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
対

し
て
は
、
経
済
活
性
化
に
よ
る
税
収
の
増
分
に
よ
っ
て
、
か
か
る
税
収
減
少
分
を
補
い
う
る
と
い
う
立
場
も
あ
り
う
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
立
場
の
正
当
性
は
筆
者
に
は
一
概
に
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
税
収
の
減
少
量
の
実
態
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
も
正
当
化
し
え
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
後
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
税
収
源
に
伴
う
財
政
支
出
の
義
務
的
削
減
の
お
そ
れ
と
い
う
点
でFlat

T
ax

の
導
入

に
は
現
実
的
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
２
）

二
元
的
所
得
税
と
法
人
税

二
元
的
所
得
税
を
法
人
税
も
念
頭
に
置
き
つ
つ
構
築
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
最
近
の
提
案
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
配
当
所
得
に
つ
い
て

は
、
法
人
税
率
を
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
て
、
そ
の
株
主
が
自
己
の
株
式
簿
価
に
標
準
的
利
子
率
（
五
パ
ー
セ
ン
ト
〜
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト

程
度
）

（
142
）

を
乗
じ
て
得
ら
れ
た
金
額
超
を
配
当
所
得
と
し
て
得
た
場
合
に
は
、
当
該
超
過
分
に
つ
い
て
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
所
得
課
税
が
行

わ
れ
る
。
こ
れ
と
並
ん
で
、
利
子
、
事
業
所
得
、
独
立
労
働
所
得
、
農
林
業
所
得
、
賃
貸
借
所
得
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
活
動
レ

ベ
ル
で
、
右
と
同
一
の
課
税
方
式
の
適
用
が
あ
り
、
そ
の
後
出
資
者
に
配
当
・
払
出
が
あ
れ
ば
、
累
進
所
得
税
が
適
用
さ
れ
る（

143
）

。
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
次
の
一
般
的
企
業
税
と
同
様
に
私
法
準
拠
主
義
で
は
な
く
、
企
業
活
動
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
課
税
方
式
を
構
築
で
き
る
点
で
は

優
れ
て
中
立
的
な
租
税
制
度
が
構
築
さ
れ
う
る
。
実
は
、
二
元
的
所
得
税
の
構
築
の
際
に
、
後
に
直
後
の
（
３
）
で
も
触
れ
る
が
、
事
業

（
140
）

E
licker,M

ichael,E
ntw

urf
einer

proportionalen
N

etto-E
inkom

m
ensteuer:T

extentw
urf

und
B

egründung,K
öln
2004 ,S.267 f.

（
141
）

Sachverständigenratzur
B
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der

gesam
tw

irtschaftlichen
E

ntw
icklung

(SV
R

),Jaresgutachten
2005

/06 :D
ie

C
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nutzen
-

R
eform

en

m
utug

voranbringen,2005 ,S.271
R

z.372 .

（
142
）

SV
R

,Jahresgutachten
2005

/06
(Fn.141 ),S.276

R
z.379 .

（
143
）

S
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E

W
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R
eform
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en-
und

U
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E
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E
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A
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B
undesm

inisterium
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Finanzen
und

für
W

irtschaftund
A

rbeitvom
23 .2 .2005 ,W

iesbaden
2006 ,S.8

R
z.18 .
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（B
etrieb

）
に
対
す
る
投
資
よ
り
稼
得
さ
れ
る
所
得
を
基
準
に
構
築
を
す
る
可
能
性
、
さ
ら
に
は
広
く
資
本
利
用
（K

apitalnuztung

）
を

基
準
と
す
る
可
能
性
と
い
う
よ
う
に
い
く
つ
か
選
択
肢
が
あ
る

（
144
）

。
例
え
ば
、
前
者
の
よ
う
に
事
業
を
基
準
と
す
れ
ば
、
後
者
と
比
較
し
て

正
当
性
の
問
題
が
生
じ
や
す
い（

145
）

。
後
者
で
あ
れ
ば
、
構
築
次
第
に
よ
っ
て
は
、
前
叙
の
提
案
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
同
一
の
性
質
を
有

す
る
資
本
性
所
得
に
つ
い
て
、
同
一
の
税
負
担
を
課
す
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
例
え
ば
、S

pengel

教
授
の
提
案
に
よ
れ
ば
、
若
干
不

明
確
な
点
は
あ
る
が
、
例
え
ば
、
事
業
所
得
、
自
由
業
所
得
、
賃
貸
借
所
得
等
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
い
ず
れ
も
資
本
に
還
元
さ
れ
る

部
分
と
労
働
に
還
元
さ
れ
る
部
分
と
に
識
別
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
資
本
利
子
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
残
額
に
比
例
課
税
を
適
用
し
、

後
者
に
つ
い
て
は
通
常
の
累
進
所
得
課
税
の
適
用
を
行
う
こ
と
に
な
る（

146
）

。

し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
小
規
模
な
人
的
会
社
を
念
頭
に
置
く
と
、
そ
の
出
資
者
は
出
資
の
対
価
と
し
て
、
そ
し
て
労

働
の
対
価
と
し
て
会
社
か
ら
金
銭
等
を
受
領
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
直
前
で
述
べ
た
よ
う
な
両
者
を
適
切
に
割
り
振
っ
て
課
税
す
る
こ
と

が
実
際
に
は
困
難
で
あ
る
場
合
が
あ
る（

147
）

。
こ
の
点
、
例
え
ば
、
前
叙
の
設
例
の
も
と
で
、
最
高
所
得
税
率
を
四
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
、
そ

れ
に
加
え
て
連
帯
付
加
金
（
〇．

五
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
が
課
さ
れ
る
と
す
る
と
、
労
働
所
得
に
対
す
る
税
負
担
は
〇．

四
二
×
（
一
＋
〇．

〇
〇
五
）
に
よ
り
四
四．

三
一
と
な
り
、
出
資
に
対
す
る
配
当
に
係
る
税
負
担
は
〇．

二
五
＋
〇．

二
五
（
一
―
〇．

二
五
）
に
よ
り
四

三．

七
五
と
な
り（

148
）

、
税
率
の
設
定
の
適
正
化
に
よ
り
、
両
者
の
殆
ど
違
い
は
な
く
な
る
と
反
論
が
あ
り
う
る（

149
）

。
と
こ
ろ
が
、
資
本
所
得
を

（
144
）

Spengel,B
esteuerung

von
E

inkom
m

en
(Fn.139 ),G

52 ff.

（
145
）

Spengel,B
esteuerung

von
E

inkom
m

en
(Fn.139 ),G

53 .

（
146
）

Spengel,B
esteuerung

von
E

inkom
m

en
(Fn.139 ),G

54 .

（
147
）

詳
細
は
、
参
照
、M

eyer-Sandberg,D
uale

E
inkom

m
ensteuer

(Fn.112 )
,S.110 ff.

（
148
）

SV
R

/M
PI

/Z
E

W
,R

eform
der

E
inkom

m
en-

und
U

nternehm
ensbesteuerung

(Fn.143 )
,S.32

R
z.80 .
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45－企業課税の現状と再構築の可能性（二）（手塚）

得
る
た
め
の
投
資
の
際
に
投
資
対
象
の
簿
価
の
引
き
上
げ
の
可
能
性
、
さ
ら
に
は
法
人
の
も
と
で
の
内
部
留
保
の
選
好
と
い
っ
た
手
段
が

採
ら
れ
る
と
、
所
得
税
法
の
内
部
で
所
得
分
類
ご
と
に
税
負
担
が
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
可
能
性
は
な
お
残
る
と
さ
れ
る（

150
）

。
こ
の
よ
う
に

二
元
的
所
得
税
に
は
と
り
わ
け
税
務
執
行
上
の
、
さ
ら
に
は
二
元
的
所
得
税
と
法
人
税
と
を
併
せ
構
想
す
る
際
の
具
体
的
制
度
設
計
の
選

択
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

（
３
）

一
般
的
企
業
税
と
法
人
税

一
般
的
企
業
税
（allgem

eine
U

nternehm
enssteuer

。
以
下
、
”Ａ
Ｕ
Ｓ
“
と
す
る
）
は
、
法
人
の
み
な
ら
ず
、
人
的
会
社
に
つ
い
て

も
、
Ａ
Ｕ
Ｓ
と
い
う
共
通
の
課
税
方
式
を
適
用
す
る
も
の
で
あ
る

（
151
）

。
こ
れ
に
よ
り
、
法
人
、
有
限
会
社
、
合
名
会
社
、
合
資
会
社
等
の
企

業
活
動
の
展
開
と
い
う
共
通
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
備
え
る
点
で
そ
の
経
済
的
実
態
を
同
じ
く
す
る
会
社
に
共
通
の
課
税
方
式
を
適
用
す
る

こ
と
を
可
能
と
す
る
。
そ
れ
故
、
Ａ
Ｕ
Ｓ
は
、
法
人
格
を
課
税
単
位
の
基
準
と
せ
ず
に
、
市
場
に
お
け
る
企
業
活
動
の
実
態
に
着
目
し
て

課
税
単
位
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
い
う
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
提
案
の
優
れ
た
点
は
、
法
人
格
基
準
の
桎
梏
か
ら
課
税
方
式
の

選
択
を
解
き
放
つ
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
企
業
を
通
じ
て
稼
得
さ
れ
た
正
負
の
所
得
に
つ
い
て
は
、
企
業
内
部
で
の
損
益

通
算
が
可
能
で
あ
る（

152
）

。
但
し
、
人
為
的
損
失
の
利
用
を
防
ぐ
た
め
に
、
純
粋
な
賃
貸
活
動
（V

erm
ietungstätigkeit

）
か
ら
の
所
得
に
つ

い
て
は
Ａ
Ｕ
Ｓ
を
適
用
す
る
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い

（
153
）

。

（
149
）
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R
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）

M
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uale
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m
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,S.130 .

（
151
）
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M
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K

om
m

ission
"Steuergesetzbuch",B
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2006 ,S.19 f.
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）
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具
体
的
な
構
造
と
し
て
、
大
ま
か
に
は
、
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
〜
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
の
前
叙
の
範
囲
に
Ａ
Ｕ
Ｓ
を
課
税
し
、
そ
の
税
収

を
一
定
割
合
で
連
邦
と
州
と
の
間
で
分
割
し
、
Ａ
Ｕ
Ｓ
課
税
済
み
の
企
業
の
所
得
が
株
主
・
出
資
者
に
配
当
・
払
出
が
な
さ
れ
る
際
に
は
、

当
該
所
得
の
一
定
割
合
を
控
除
後
、
残
余
額
に
所
得
税
が
課
さ
れ
る
。
加
え
て
、
二
段
階
課
税
が
行
わ
れ
る
の
で
、
最
終
的
に
出
資
者
が

個
人
の
場
合
に
は
、
配
当
に
つ
い
て
所
得
課
税
が
行
わ
れ
る
た
め
に
、
特
に
、F

lat
T

ax

の
も
と
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
税
収
喪
失
は
生
じ

な
い
。
な
お
、
一
二
〇
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
未
満
の
人
的
企
業
に
つ
い
て
は
、
透
明
原
則
に
基
づ
い
た
パ
ス
ス
ル
ー
課
税
が
可
能
で
あ
る（

154
）

。
そ

の
他
に
も
、
設
立
間
も
な
い
企
業
の
企
業
レ
ベ
ル
で
の
損
失
、
清
算
損
失
（L

iquidationsverlust

）、
一
定
の
要
件
を
充
足
す
る
通
常
の
経

済
活
動
に
伴
っ
て
生
じ
る
損
失
も
、
持
分
権
者
の
レ
ベ
ル
で
損
益
通
算
可
能
と
さ
れ
て
い
る（

155
）

。
但
し
、
Ａ
Ｕ
Ｓ
の
適
用
範
囲
は
二
元
的
所

得
税
と
比
し
て
狭
い
が
、
そ
の
構
造
上
、
前
叙
の
二
元
的
所
得
税
と
同
様
の
税
務
執
行
上
の
問
題
が
隠
れ
た
利
益
配
当
と
い
う
形
で
生
じ

う
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
Ａ
Ｕ
Ｓ
に
よ
っ
て
、
確
か
に
、
一
見
す
る
と
法
形
態
の
中
立
性
の
実
現
と
い
う
視
点
に

限
定
す
れ
ば
、
現
行
法
に
比
し
て
、
そ
れ
は
大
幅
な
改
善
が
見
込
ま
れ
る
。
し
か
し
、
Ａ
Ｕ
Ｓ
の
適
用
範
囲
に
人
的
会
社
を
含
め
れ
ば
、

現
行
法
に
お
け
る
人
的
会
社
に
係
る
課
税
方
式
で
あ
る
所
得
課
税
が
後
退
す
る
こ
と
に
繋
が
り
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
人
的
会
社
の

多
さ
を
直
視
す
る
と
、
企
業
課
税
の
領
域
に
お
け
る
（
所
得
課
税
と
い
う
）
原
則
が
例
外
に
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う（

156
）

。
ま
た
、
同

時
に
Ａ
Ｕ
Ｓ
の
適
用
範
囲
を
実
際
に
画
す
際
に
は
、
新
た
に
適
用
範
囲
の
限
界
づ
け
に
係
る
問
題
が
生
じ
る
と
い
う（

157
）

。
こ
れ
ら
の
指
摘
に

（
154
）
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E

inkom
m

en
(Fn.139 )

,G
45 .

（
157
）

Spengel,B
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E
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m
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47－企業課税の現状と再構築の可能性（二）（手塚）

つ
い
て
、S

pengel

教
授
は
明
確
に
は
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
一
般
論
と
し
て
税
制
改
正
に
伴
う
制
度
変
更
コ
ス
ト
の
発
生
を
示
唆
す

る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
既
に
触
れ
た
し
、
ま
た
改
め
て
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
Ａ
Ｕ
Ｓ
よ
り
も
所
得
課
税
の
ほ
う
が
有
利
で
あ

る
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
適
用
を
拒
む
べ
く
政
治
過
程
に
お
い
て
立
ち
ま
わ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

加
え
て
、
Ａ
Ｕ
Ｓ
の
適
用
企
業
に
つ
い
て
は
、
個
人
所
得
税
と
比
べ
て
低
い
税
率
の
適
用
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
必
ず

し
も
Ａ
Ｕ
Ｓ
独
自
の
論
点
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
Ａ
Ｕ
Ｓ
は
法
人
課
税
と
比
較
し
て
、
そ
の
適
用
範
囲
が
広
く
、
そ
れ
に
対
応
し
て

低
い
企
業
税
率
の
適
用
範
囲
も
比
較
的
広
範
に
及
ぶ
。
そ
の
た
め
、
特
に
、
企
業
の
内
部
留
保
に
係
る
税
負
担
引
き
下
げ
と
い
う
結
果
が

伴
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
連
す
る
理
論
的
問
題
点
に
も
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
現
実
に
法
人
税
率
引
き
下
げ
政

策
が
採
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
目
的
の
一
つ
と
し
て
資
金
調
達
コ
ス
ト
の
引
き
下
げ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
借
入
に
は
利
子
の
支

払
い
が
伴
い
、
株
式
の
発
行
に
は
配
当
の
支
払
い
が
伴
う
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
法
人
の
も
と
で
の
投
資
可
能
で
あ
る
流
動
性
を
減
少
さ

せ
る
要
因
で
あ
る
。
こ
こ
で
税
負
担
の
引
き
下
げ
に
よ
れ
ば
、
国
家
に
吸
収
さ
れ
る
流
動
性
が
減
少
し
、
余
剰
資
金
が
法
人
の
手
許
に
残

る
。Schneider

教
授
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
を
企
業
統
治
の
面
か
ら
み
れ
ば
、
大
企
業
の
も
と
に
あ
る
法
人
の
役
員
は
、
持
分
権
者
の
利
益
の

最
大
化
を
企
図
す
る
こ
と
よ
り
は
、
自
己
の
利
益
（E

igeninteresse

）
の
最
大
化
を
指
向
す
る
た
め
、
資
金
調
達
コ
ス
ト
の
低
減
は
、
か

よ
う
な
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
か
ら
の
役
員
の
独
立
性
を
高
め
る
こ
と
に
繋
が
る
と
す
る

（
158
）

。
所
論
を
敷
衍
す
れ
ば
、
資
金
調
達
コ
ス
ト
の
低

下
に
よ
り
内
部
留
保
所
得
が
増
加
す
れ
ば
、
役
員
は
自
己
の
裁
量
で
投
資
で
き
る
た
め
に
企
業
経
営
の
機
動
性
が
増
加
す
る
と
い
う
の
で

あ
ろ
う
か（

159
）

。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
確
か
に
、
投
資
が
活
性
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
加
え
て
、
こ
の
代
替
手
段
と
し
て
租
税
特
別
措

（
158
）

Schneider,
D

ieter,
R

eform
der

U
nternehm

ensbesteuerung:N
iedrigere

Steuersätze
für

zurückbehaltene
G

ew
inne

oder
höhere

Finanzierung
aus

A
bschreibungen?,

B
FuP
2006 ,262 ff.,264 f.

ま
た
、
そ
の
際
、
い
わ
ゆ
る

”企
業
そ
れ
自
体
（U

nternehm
en

an
sich

）“
の
理
論
に
言
及
さ
れ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
注
（
77
）
を
参
照
。

02　手塚先生_縦  14.3.17 1:03 PM  ページ 47



広島法学　37 巻２号（2013 年）－48

置
と
し
て
の
減
価
償
却
、
引
当
金
の
割
増
計
上
等
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
制
度
と
し
て
の
個
別
性
が
強
く
、

改
廃
の
可
能
性
が
あ
り

（
160
）

、
逆
に
見
れ
ば
、
一
般
的
な
効
果
が
期
待
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、

確
か
に
納
税
の
猶
予
と
し
て
の
効
果
を
有
す
る
が
、
現
実
の
損
失
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
結
局
は
損
失
分
の
負
担
が
法
人
の
も
と
に
残

る
と
い
う
見
方
も
提
供
さ
れ
て
い
る（

161
）

。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
一
般
的
な
法
人
税
率
（
こ
こ
で
は
企
業
税
率
）
の
引
き
下
げ
に
も
合
理
性

は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
二
に
、
か
よ
う
な
Ａ
Ｕ
Ｓ
の
属
性
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
な
意
味
で
、
企
業
に
係
る
税
負
担
の
引
き
下
げ
に
つ
い
て
正
当

性
が
問
わ
れ
う
る
。
明
確
に
言
え
ば
、
企
業
に
内
部
留
保
さ
れ
る
所
得
と
性
質
上
類
似
す
る
企
業
性
所
得
（
投
資
所
得
と
も
言
い
う
る
。）

と
の
間
の
税
負
担
の
違
い
を
如
何
に
し
て
正
当
化
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
、
例
え
ば
、
法
人
税
を
参
照
し
て
、
法
人
税
が

課
さ
れ
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
自
体
を
あ
た
か
も
一
つ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
考
え
る
と
い
う
立
場
も

E
ckhoff

教
授
に
よ
り
主
張

さ
れ
て
い
る

（
162
）

。
こ
れ
は
、
所
論
に
よ
れ
ば
、
法
人
の
内
部
留
保
所
得
と
他
の
企
業
形
態
で
得
ら
れ
る
所
得
と
の
間
で
そ
れ
に
係
る
税
負
担

の
違
い
が
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
主
張
の
真
意
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
資
本
所
得
に
係
る
税
負
担
引
下
げ
を
企
図
す
る
二
元
的
所

得
税
に
つ
い
て
も
性
質
上
あ
る
程
度
共
通
し
て
当
て
は
ま
る
問
題
で
あ
る（

163
）

。
そ
こ
で
改
め
て
か
よ
う
な
正
当
化
の
可
能
性
に
つ
い
て
如
何

（
159
）

ま
た
、
Ａ
Ｕ
Ｓ
は
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
必
ず
し
も
大
企
業
の
み
で
は
な
い
の
で
、
右
の
言
明
の
妥
当
性
は
限
定
的
に
捉
え
る
べ
き
で
は
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。

（
160
）

Schneider
(Fn.158 )

,B
FuP
2006 ,264 .

（
161
）

Schneider
(Fn.158 )

,B
FuP
2006 ,271 .

（
162
）

E
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olf,D
ie

Schedule-de
lege
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lege

ferenda,in:K
irchhof,Paul/O

tto
G

raf
L

am
bsdorff
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ndreas

Pinkw
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sg.)
,Perspektiven

eines
m

odernen
Steuerrechts:Festschriftfür

H
erm

ann
O

tto
Solm

s,B
erlin

2005 ,S.31 f.

（
163
）
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49－企業課税の現状と再構築の可能性（二）（手塚）

な
る
議
論
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
か
を
以
下
に
概
観
し
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、
前
叙
の
二
〇
〇
〇
年
減
税
法
の
立
法
に
際

し
て
提
唱
さ
れ
た
政
府
の
立
場（

164
）

、Schön

教
授

（
165
）

、L
ang

教
授

（
166
）

が
投
資
促
進
、
雇
用
創
出
に
触
れ
、Spengel

教
授
は
、
自
己
資
本
の
強
化
、

競
争
力
の
改
善
、
出
資
後
に
法
人
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
未
配
当
所
得
（
＝
内
部
留
保
所
得
）
に
つ
い
て
株
主
が
処
分
可
能
性
を
有
し
な
い

こ
と
に
基
づ
き
、
そ
れ
を
優
遇
す
る
必
要
性
等
に
触
れ
る（

167
）

。
以
上
の
指
摘
は
、
経
済
政
策
的
観
点
か
ら
の
要
請
、
租
税
理
論
か
ら
の
要
請

が
含
ま
れ
て
い
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
指
摘
は
経
済
政
策
お
よ
び
租
税
理
論
の
立
場
か
ら
し
て
、
い
ず
れ
も
正
当
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
の
正
し
さ
に
は
一
定
の
限
定
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
済
政
策
の
観
点
に
つ
い
て
は
、H

üttem
ann

教
授
は
、
そ
れ
を
租
税
特
別
措
置
と
性
質
決
定
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
例
え
ば
、
制
度
と
し
て
の
存
在
時
間
限
定
性
を
以
て
正
当
化
す
る

余
地
を
探
ろ
う
と
す
る
よ
う
に（

168
）

、
制
度
配
備
後
に
そ
の
実
効
性
・
効
率
性
等
を
再
検
討
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
後
に
も
見
る
よ
う
に
、
憲
法
の
観
点
か
ら
立
法
者
の
制
度
構
築
余
地
の
枠
内
に
あ
る
か
否
か
も
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
租
税
理
論
の

観
点
か
ら
は
、
処
分
可
能
性
の
欠
如
に
基
づ
く
優
遇
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
給
与
所
得
者
の
貯
蓄
優
遇
の
必
要
性
と
の
整
合

（
164
）
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性
確
保
が
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
先
の
論
者
に
対
す
る
反
論
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
う
る
。

こ
の
よ
う
に
、
法
人
の
内
部
留
保
所
得
に
つ
い
て
税
負
担
を
引
き
下
げ
る
こ
と
は
、
他
の
企
業
性
所
得
に
係
る
税
負
担
と
の
関
係
で
、

そ
の
租
税
政
策
と
し
て
の
正
当
性
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
前
叙
の
競
争
中
立
性
を
参
照
す
れ
ば
、
そ
れ
は
非
中
立
的
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
法
人
課
税
の
範
囲
を
で
き
る
だ
け
拡
張
し
、
か
よ
う
な
非
中
立
性
を
排
除
す
る
べ
く
、
Ａ
Ｕ
Ｓ
の
提
案
が
あ
る
と
理
解
し
う
る（

169
）

。
し

か
し
、
こ
こ
で
租
税
政
策
がFlat

T
ax

の
方
向
に
進
む
こ
と
は
、
そ
れ
が
社
会
国
家
と
し
て
の
国
家
活
動
を
行
う
た
め
の
税
収
獲
得
を
不

可
能
と
す
る
た
め
に
、
現
実
的
で
は
な
い
。
そ
こ
で
Ａ
Ｕ
Ｓ
を
は
じ
め
と
し
て
法
人
の
内
部
留
保
所
得
に
係
る
税
負
担
と
同
水
準
の
課
税

を
、
一
定
の
基
準
を
当
て
は
め
、
そ
こ
に
共
通
性
が
見
い
出
さ
れ
る
も
の
に
適
用
し
て
い
く
選
択
肢
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、

一
段
階
課
税
で
は
税
収
不
足
が
生
じ
、F

lat
T

ax

の
採
用
と
同
じ
結
論
に
行
き
着
く
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
二
段
階
課
税
を
行
い
、
法
人

あ
る
い
は
企
業
段
階
で
は
な
お
不
十
分
で
あ
っ
た
税
負
担
を
出
資
者
段
階
で
回
復
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
る
と
も
解
し
う
る
。
こ
れ
に
よ

れ
ば
、
低
い
税
負
担
の
適
用
範
囲
が
広
く
、
そ
の
点
で
憲
法
問
題
を
回
避
す
る
余
地
が
生
じ
、
二
段
階
課
税
の
適
用
に
よ
り
税
収
確
保
措

置
も
制
度
内
に
仕
組
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
租
税
体
系
の
消
費
指
向
以
外
の
、
Ａ
Ｕ
Ｓ
に
係
る
理
論
的
優
位
性
の
一
つ
の
根
拠

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、（
こ
こ
で
性
質
上
法
人
税
を
包
摂
す
る
）
Ａ
Ｕ
Ｓ
は
、
企
業
に
係
る
独
立
し
た
租
税
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
残
る
問
題
は
、
Ａ
Ｕ
Ｓ
の
適
用
範
囲
を
適
切
に
画
す
る
こ
と
、
二
段
階
課
税
の
際
の
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ

ン
（
二
重
課
税
調
整
）
の
方
法
で
あ
る
。

（
４
）

法
人
税
廃
止
の
可
能
性

本
稿
に
お
い
て
も
、
既
に
簡
単
に
指
摘
し
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
法
人
税
は
所
得
税
と
の
関
係
で
、
法
人
の
株
主
に
係
る
所
得
税
の
源

（
169
）
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51－企業課税の現状と再構築の可能性（二）（手塚）

泉
徴
収
税
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
と
い
う
立
場
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
言
う
な
れ
ば
、
法
人
税
に
つ
き
独
自
の
存
在
意
義
を
認
め
な
い

こ
と
に
も
行
き
着
き
う
る
。
こ
う
し
た
立
場
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
の
根
拠
と
し
て
、
既
に
本
稿
も
言
及
し
た
よ
う
な
、
法
人
に
個
人
と
同

様
の
独
自
の
担
税
力
が
観
念
さ
れ
え
な
い
こ
と
と
並
ん
で
、
法
人
は
あ
く
ま
で
も
株
主
の
投
資
の
媒
体
・
手
段
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と

も
あ
り
う
る
。
さ
ら
に
、
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
消
費
型
所
得
概
念
の
存
在
も
そ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
法
人
税
廃
止
の
可
能

性
に
つ
い
て
は
既
に
先
行
研
究
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
差
し
当
た
り
、
法
人
に
係
る
株
主
の
投
資
手
段
・
媒
体
観
に
つ
き
敷
衍
す
る
と
、

近
時
で
は

Joachim
M

itscheke

教
授
が
次
の
よ
う
な
指
摘
を
す
る
。
や
や
長
い
が
引
用
し
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
「
も
し
会
社
の
も
と
で

も
持
分
権
者
の
も
と
で
も
企
業
所
得
に
課
税
が
な
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
何
ら
の
措
置
も
な
け
れ
ば
そ
こ
か
ら
同
一
の
所
得
に
つ
い
て
二
重

課
税
が
生
じ
る
。
廃
止
さ
れ
た
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
お
よ
び
現
行
の
（M

itschke

論
文
が
公
表
さ
れ
た
二
〇
〇
四
年
時
点
・
筆
者

注
）
二
分
の
一
所
得
免
除
方
式
（
所
得
税
法
三
条
四
〇
号
）
は
、
そ
う
し
た
（
国
内
の
）
二
重
課
税
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
立
法
者
の
試

み
で
あ
る
。
一
人
持
分
権
者
ま
た
は
持
分
権
者
に
係
る
あ
る
種
の
経
済
的
受
託
者
と
し
て
の
監
査
機
関
お
よ
び
執
行
機
関
が
機
能
す
る
そ

う
し
た
企
業
に
つ
い
て
、
一
概
に
所
得
税
ま
た
は
法
人
税
に
係
る
担
税
力
が
帰
属
す
る
こ
と
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
所

得
稼
得
の
た
め
の
媒
体
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
時
間
的
間
隔
を
持
っ
て
配
当
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
内
部
留
保
利
益
に
つ
い
て
も
妥

当
す
る
。
企
業
投
資
は
自
己
目
的
で
は
な
く
、
現
時
点
で
の
無
配
当
は
将
来
の
一
層
高
い
配
当
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

現
行
の
所
得
税
法
は
、
さ
ら
に
黙
示
的
に
は
法
人
税
法
も
、
個
人
企
業
お
よ
び
人
的
会
社
に
つ
い
て
そ
れ
ら
が
一
人
持
分
権
者
ま
た
は

持
分
権
者
に
つ
い
て
課
税
し
、
企
業
自
体
に
課
税
を
行
わ
な
い
点
に
着
目
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
立
場
を
受
容
し
た
の
で
あ
る
（
所
得
税
法

一
五
条
一
項
一
な
い
し
四
文
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
物
的
会
社
お
よ
び
そ
の
他
の
法
人
に
つ
い
て
は
、
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
独
立
的
課
税

（D
efinitivsteuer

）
で
以
て
、
独
自
の
担
税
力
が
ま
ず
仮
定
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
平
等
の
観
点
の
も
と
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
二
分

の
一
所
得
免
除
方
式
を
通
じ
て
独
立
的
課
税
は
調
整
さ
れ
る
。
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特
に
人
的
会
社
お
よ
び
法
人
の
課
税
が
異
な
る
こ
と
の
淵
源
は
、
と
り
わ
け
会
社
に
つ
い
て
権
利
能
力
お
よ
び
行
為
能
力
に
係
る
私
法

上
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
あ
る
。
新
し
い
会
社
法
判
例
が
人
的
会
社
に
少
な
く
と
も
限
定
的
権
利
能
力
お
よ
び
行
為
能
力
を
承
認
し
た
後
で

は
、
な
お
残
る
私
法
上
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
違
い
は
所
得
稼
得
と
い
う
経
済
的
に
同
一
ま
た
は
比
較
可
能
な
事
実
関
係
に
か
よ
う
に
異
な

る
租
税
法
上
の
法
的
効
果
を
結
び
付
け
る
こ
と
を
正
当
化
で
き
な
い
。

例
え
ば
、
合
資
会
社
の
持
分
権
者
が
会
社
契
約
に
お
い
て
通
常
明
確
化
さ
れ
て
い
る
払
出
権
限
に
基
づ
き
、
一
方
で
そ
の
未
分
配
の
利

益
持
分
に
つ
い
て
経
済
的
処
分
権
を
有
し
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
事
業
所
得
と
し
て
当
該
持
分
権
者
に
租
税
法

上
帰
属
す
る
が
、
他
方
、
有
限
会
社
の
一
人
持
分
権
者
は
、
処
分
権
に
係
る
租
税
法
上
の
擬
制
に
よ
り
、
未
分
配
利
益
に
つ
き
処
分
権
を

有
し
得
な
い
。
彼
に
つ
い
て
は
配
当
に
充
て
ら
れ
た
利
益
の
み
が
資
本
財
産
所
得
と
し
て
（
半
分
）
課
税
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

合
名
会
社
の
持
分
権
者
兼
役
員
の
所
得
の
う
ち
持
分
権
者
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
労
働
契
約
に
基
づ
い
て
支
払
わ
れ
る
も
の
は
、
必
要

経
費
控
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
前
払
報
酬
（V

orw
egvergütung

）
と
し
て
事
業
所
得
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
人
有
限
会
社
の
役

員
に
つ
い
て
は
、
有
限
会
社
の
代
表
者
と
し
て
自
ら
と
締
結
し
た
労
働
契
約
に
基
づ
い
て
支
払
わ
れ
る
も
の
は
、
隠
れ
た
利
益
配
当
と
い

う
限
界
の
中
で
有
限
会
社
の
利
益
を
減
少
さ
せ
る
非
独
立
労
働
所
得
と
さ
れ
る
。
誰
が
自
ら
と
真
実
対
面
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

か
？
会
社
形
態
が
異
な
る
こ
と
に
よ
る
そ
う
し
た
馬
鹿
げ
た
租
税
法
上
の
効
果
が
経
営
上
も
商
法
上
も
望
ま
れ
な
い
か
つ
不
合
理
な
有
限

合
資
会
社
の
よ
う
な
企
業
構
造
に
行
き
着
く
の
で
あ
る
。

提
案
さ
れ
る
新
秩
序
は
、
現
在
の
所
得
課
税
お
よ
び
法
人
課
税
の
経
済
的
無
意
味
さ
を
、
事
業
、
自
由
労
働
、
ま
た
は
農
業
を
営
む
企

業
の
よ
う
に
法
形
態
に
関
わ
り
な
く
、
た
だ
（
純
）
払
出
額
ま
た
は
配
当
額
（
資
本
投
資
と
通
算
の
後
の
も
の
）
の
み
が
自
然
人
と
し
て

の
所
得
税
納
税
義
務
者
た
る
一
人
持
分
権
者
ま
た
は
持
分
権
者
の
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
除
去
す
る
。

未
分
配
利
益
に
係
る
処
分
権
の
問
題
は
、
一
般
的
に
は
、
持
分
権
者
が
配
当
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
未
分
配
利
益
に
つ
い
て
経
済
的
に
も
租
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税
法
上
も
処
分
権
を
有
す
る
と
す
る
こ
と
を
以
て
解
決
さ
れ
る
。
企
業
自
体
は
独
立
的
所
得
税
に
も
法
人
税
に
も
服
さ
な
い
。
親
会
社
が

子
会
社
か
ら
受
け
取
る
配
当
は
、
親
会
社
が
当
該
受
取
配
当
を
（
最
終
的
に
）
自
然
人
と
し
て
の
所
得
税
納
税
義
務
者
た
る
持
分
権
者
に

配
当
す
る
と
き
に
配
当
所
得
税
が
課
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
ル
ー
ル
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
経
済
的
観
察
法
は
特
に
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
租
税
法
に
お
い
て
長
い
伝
統
を

有
し
て
い
る
（
参
照
、
例
え
ば
、
租
税
通
則
法
三
九
条
お
よ
び
四
二
条
）。
こ
れ
は
、
所
得
課
税
は
主
と
し
て
経
済
的
に
決
定
さ
れ
る
そ

う
し
た
担
税
力
の
イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
ー
に
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
。」

（
170
）

と
。
こ
の
立
場
は
現
在
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
人

税
収
の
落
ち
込
み

（
171
）

を
も
そ
の
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
立
場
が
示
唆
す
る
こ
と
は
、
前
叙
の
よ
う
に
私
法
理
論
の
変
化

（
172
）

の
他
に
、
主
と
し
て
法
人
格
の
有
無
を
基
準
と
す
る
企
業
税
制
を

通
じ
て
税
負
担
が
異
な
り
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
事
態
を
も
た
ら
す
法
人
株
主
間
取
引
等
が
誘
発
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
企
業
税
制
改

革
の
一
環
と
し
て
法
人
税
の
廃
止
が
企
図
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、
法
人
税
収
の
低
さ
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
法
人

税
の
存
在
意
義
は
、M

itschke

教
授
の
観
察
眼
に
よ
れ
ば
、
租
税
制
度
を
複
雑
化
さ
せ
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、M

itschke

教
授
は
、「
所
得
課
税
の
簡
素
性
（E

infachheit

）
お
よ
び
通
覧
可
能
性
（D

urchschaubarkeit

）
は
、
そ
の
実
行
可

能
性
に
つ
い
て
必
要
か
つ
有
効
な
前
提
条
件
で
あ
る
。」

（
173
）

と
し
た
上
で
、「
第
二
の
、
透
明
性
お
よ
び
実
行
可
能
性
を
促
進
す
る
そ
う
し

（
170
）

本
文
中
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
参
照
、M

itschke,
Joachim

,
E

rneuerung
des

deutschen
E

inkom
m

ensteuerrechts:G
esetzestextentw

urf
und

B
egründung,K

öln
2004 ,R

z.27 ff.

（
171
）

M
itschke,E

rneuerung
(Fn.170 )

,R
z.234 .

（
172
）

参
照
、
本
稿
二
（
一
）。
そ
の
他
に
も
、
参
照
、B

öhm
er,

Julian,
D

as
T

rennungsprinzip
im

K
öperschaftsteuerrecht

―G
rundsatz

ohne
Z

ukunft?,

StuW
2012 ,33 ff.
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た
新
秩
序
の
特
徴
は
法
人
税
の
完
全
な
廃
止
に
あ
る
。
税
務
情
報
に
通
じ
た
企
業
経
営
者
に
と
っ
て
も
通
覧
不
能
か
つ
計
算
不
能
で
あ

る
そ
う
し
た
人
的
会
社
と
物
的
会
社
と
の
間
の
課
税
の
違
い
は
除
去
さ
れ
る
。」

（
174
）

と
す
る
。
こ
の
言
明
が
示
唆
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
、

直
前
に
述
べ
た
法
人
税
の
存
在
に
よ
る
租
税
制
度
の
複
雑
性
に
係
る
、
例
え
ば
、
企
業
形
態
の
選
択
に
コ
ス
ト
が
生
じ
、
租
税
法
を
通

じ
て
そ
れ
が
歪
め
ら
れ
る
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
で
あ
ろ
う
。
但
し
、「
所
得
稼
得
媒
体
と
し
て
の
企
業
に
つ
き
独
自
の
担
税
力
を
否
定
す

る
こ
と
は
、
税
収
確
保
の
た
め
に
従
前
と
同
じ
く
物
的
会
社
お
よ
び
そ
の
他
の
法
人
に
つ
い
て
（
純
粋
な
）
源
泉
徴
収
税
と
し
て
の
資

本
収
益
税
を
徴
収
す
る
こ
と
ま
で
も
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
資
本
収
益
税
は
自
然
人
と
し
て
の
所
得
税
納
税
義
務
あ
る
持
分
権
者

の
所
得
税
債
務
か
ら
控
除
さ
れ
る
。
親
会
社
へ
配
当
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
親
会
社
が
受
取
配
当
を
自
然
人
で
あ
る
所
得
税
納

税
義
務
者
た
る
持
分
権
者
に
（
最
終
的
に
）
配
当
す
る
と
き
に
、
配
当
に
係
る
資
本
収
益
税
は
配
当
所
得
税
か
ら
控
除
さ
れ
る
。」

（
175
）

と
さ

れ
て
お
り
、
源
泉
徴
収
課
税
は
行
わ
れ
う
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
よ
う
に
、
法
人
課
税
が
な
く
と
も
源
泉
徴
収
と
い
う
課
税
方
式
は
な
お

残
り
う
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
実
質
的
に
は
法
人
税
に
源
泉
徴
収
機
能
を
持
た
せ
る
こ
と
を
以
て
存
置
す
る
こ
と
と
同
義
で

あ
る
と
言
い
う
る
。
こ
れ
は
同
時
に
法
人
税
が
持
分
権
者
に
係
る
個
人
所
得
税
と
の
関
係
で
必
ず
し
も
独
立
的
で
あ
り
か
つ
、
必
然
的
存

在
で
は
な
く
な
る
こ
と
を
も
示
唆
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

※
本
研
究
は
平
成
19
―
21
年
度
科
研
費
（
課
題
番
号：

１
９
７
３
０
０
２
３
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
173
）

M
itschke,E

rneuerung
(Fn.170 )

,R
z.48 .
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M
itschke,E

rneuerung
(Fn.170 )

,R
z.51 .

（
175
）

M
itschke,E

rneuerung
(Fn.170 )

,R
z.34 .

02　手塚先生_縦  14.3.17 1:03 PM  ページ 54


